
詳しくはこちらを

ご覧ください！

認定を受
けるとで
きること

長崎市地域クラブ
の認定制度って？

・学校部活動から地域移行したクラブであること
・学校と連携して、活動指針を踏まえた活動を
　行うこと
・必要事項が記された規約等を作成すること
・勝利至上主義に陥ることなく、営利目的を主
　とした運営ではないこと

市のホームページ
でクラブ紹介がで
きます

学校施設を利用し
て活動ができます会員募集等の

連絡文書(チラシ)を
学校を通して配布で
きます

長崎市地域クラブの定義

長崎市教育委員会
地域クラブ活動推進室
TEL：095-801-1716
FAX：095-829-1298

平日を含め完全に移行
した場合、部活動と同
様に活動費の補助を受
けることができます


